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 Ⅰ 療養生活について

１　出生から退院までの例 

  一般的な流れ 

＊＊ご出産おめでとうございます＊＊
出生届 健康保険の

加入 こども医療費助成 児童手当
未熟児養育医療

＊＊自宅に帰るまで＊＊

新生児訪問連絡票

＊＊退院おめでとうございます＊＊

産婦健診（２週間）
産婦健診

（1 か月）

予防接種
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～ 心臓病が見つかったＡちゃんの場合 ～

＊＊退院、通院、手術に向けて＊＊

自立支援医療（育成医療）

＊＊手術を経験＊＊

小児慢性特定疾病

訪
問看護

＊＊無事退院、訪問看護のお手伝いをもらいながら成長＊＊

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

親の会

＊＊1,500g で生まれたAちゃんに心臓の病気が見つかりました＊＊

未熟児養育医療

保健師
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２　先輩からのメッセージ

 小児がん (急性リンパ性白血病 )のお子さんをもつお母さんより
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 てんかんのお子さんを持つお母さんより
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１　事業概要

２　対象者

３　対象となる主な疾病

 Ⅱ 小児慢性特定疾病医療費助成について
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４　申請に必要な書類
 【全員必要なもの】

 【該当者のみ必要なもの】

 該当年１月２日以降に本市に転入した場合

 受診者が国民健康保険組合（医師・歯科医師・土木建築など）の場合

 市県民税額が 0円（非課税）の場合

 生活保護世帯の場合
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 国の定める重症患者基準に該当する場合

 人工呼吸器等を装着している場合

 小児慢性特定疾病に起因する障害により、身体障害者手帳 1・2級の交付を受けている場合

 指定難病の受給者証を持っている場合

 同世帯内に小児慢性特定疾病や指定難病の認定を受けている方がいる場合

 既に認定を受けている方が、別の疾病でも認定を受けたい場合

 既に認定を受けている方が、新たに指定医療機関を追加したい場合
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 変更手続きが必要になる場合　※自己負担上限月額に影響あり

 変更手続きが必要になる場合　※自己負担上限月額に影響なし

５　指定医・指定医療機関
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６　助成内容 

 【自己負担上限月額】 
（単位：円）

階
層
区
分

階層区分の基準

低所得者Ⅰ
（収入：～約 80万円）

一般所得Ⅰ（～市町村民税 7.1 万円未満）

一般所得Ⅱ（～市町村民税 25.1 万円未満）

上位所得（市町村民税 25.1 万円以上～）

低所得者Ⅱ
（収入：80万円～）

1,250

2,500

自己負担上限額（患者負担割合：2割、外来+入院）

5,000

10,000

15,000

市町村
民税非
課税

2,500

5,000

10,000

0

一般 重症（※１） 人工呼吸器等
装着者

500

１／２自己負担入院時の食事

生活保護等（※２）Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ
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７　自己負担額の管理
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８　自己負担額の払戻について

９　小児慢性特定疾病と指定難病の医療費助成の違い 

　申請・問い合わせ先　　母子保健課　℡216－1485 
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 Ⅲ 療養生活を支援する手当・制度

 １　医療費の助成について 
（１）こども医療費助成
　対象者

　助成額 

県内の医療機関で受診した場合

県外の医療機関で受診した場合

【助成の対象外となるもの】下記のものを差し引いた額が助成されます

　申請・問い合わせ先　　こども福祉課児童給付係　℡216－1261
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 （２）母子・父子家庭等医療費助成
　対象者

　必要な手続き等

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　

（３）重度心身障害者等医療費助成
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
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 （４）特定疾病療養受療証の交付
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　

 （５）高額療養費の支給

（注）所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこ
とです。なお、上の表は国民健康保険における所得区分です。社会保険等の被用者
保険に加入している場合は異なることがありますので、加入している健康保険にお
問い合わせください。

　※ 70 歳未満の人の場合、合算の対象となる一部負担金は、診療を受けた暦月（1 日
から末日まで）で各医療機関の、入院・外来別、医科・歯科別で、21,000 円以上
の保険内の支払いのあるもの（外来診療で院外処方がある場合は、処方箋を出した
医療機関の外来分と薬代の合計額が、21,000 円以上の保険内の支払いがあるもの）
です。食事代や保険外（差額ベッド代等）の支払いは対象になりません。上記の条
件を満たしている一部負担金の合計が世帯の限度額を超えた場合、その超えている
分が申請することにより支給されます。

　※ 表中の (  ) 内の金額は診療を受けた月を含む過去 12 か月間に 4 回以上自己負担限
度額以上の負担があった場合の 4回目以降の自己負担限度額です。

　申請・問い合わせ先　　

所得（注）が 901 万円を超える

所得が 600 万円を超え
901 万円以下

所得が 210 万円を超え
600 万円以下

総医療費が 842,000 円を超えたときは、その
超えた分の１％を加算する。（140,100 円）252,600 円

総医療費が 558,000 円を超えたときは、その
超えた分の 1％を加算する。（93,000 円）167,400 円

総医療費が 267,000 円を超えたときは、その
超えた分の 1％を加算する。（44,400 円）80,100 円

57,600 円　 （44,400 円）

35,400 円　 （24,600 円）

ア

イ

ウ

エ

オ市民税非課税世帯

所得が 210 万円以下
（市民税非課税世帯を除く）

区　分 自己負担限度額（月額）
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 （６）限度額適用認定証等の交付

　申請・問い合わせ先　　

（７）家族療養付加金

　申請・問い合わせ先　　

（８）未熟児養育医療
　対象者 

　

　助成内容 

一般状態 ア　運動不安、痙攣があるもの
イ　運動が異常に少ないもの

体温 体温が摂氏 34度以下

呼吸器及び
循環器系

ア　強度のチアノーゼが持続するもの、またはチアノーゼ発作を
繰り返すもの

イ　呼吸回数が毎分 50以上で増加の傾向にあるか、または毎分
30以下のもの

ウ　出血傾向の強いもの

消化器系
ア　生後 24時間以上排便のないもの
イ　生後 48時間以上嘔吐が持続するもの
ウ　血性吐物、または血性の便があるもの

黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
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　申請・問い合わせ先　　母子保健課　℡216-1485

（９）育成医療
　対象者 

　　対象となる障害（疾患）

　助成内容 

※１　一定所得以上に該当する世帯は制度の対象外となりますが、高額治療継続者に該
当する場合は、制度の対象となります。

※２　高額治療継続者（重度かつ継続）とは、腎臓機能障害（慢性腎不全、腎移植を必
要とするもの）、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害（心臓移植後の抗免
疫療法に限る）の疾患にり患している児童。もしくは疾病に関わらず、高額な医
療費負担が継続する世帯（申請前の 1 年以内に医療保険の高額療養費を 3 回以上
受けた世帯）に属する児童

区
分

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

生活
保護
世帯

市町村民税非課税
市町村民税
＜ 3.3 万円 
（所得割）

3.3 万円
≦市町村民税＜
23.5 万円 
（所得割）

23.5 万円
≦市町村民税 
（所得割）

収入
≦ 80万円

収入
＞ 80万円

負
担
上
限
月
額

0円 2,500 円 5,000 円

5,000 円
 ※ 3

10,000 円 
※ 3

対象外
※ 1

高額治療継続者
（重度かつ継続）

5,000 円 
※ 2

高額治療継続者
（重度かつ継続）

10,000 円 
※ 2

高額治療継続者
（重度かつ継続）

20,000 円 
※ 2
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区
分

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

生活
保護
世帯

市町村民税非課税
市町村民税
＜ 3.3 万円 
（所得割）

3.3 万円
≦市町村民税＜
23.5 万円 
（所得割）

23.5 万円
≦市町村民税 
（所得割）

収入
≦ 80万円

収入
＞ 80万円

負
担
上
限
月
額

0円 2,500 円 5,000 円

上限なし 上限なし 対象外
※ 1

高額治療継続者
（重度かつ継続）
5,000 円 
※ 2

高額治療継続者
（重度かつ継続）
10,000 円 
※ 2

高額治療継続者
（重度かつ継続）
20,000 円 
※ 2

※３　令和 6年 3月 31日までの特例措置による負担額（以後、変更の可能性あり）

　申請・問い合わせ先　　母子保健課　℡216-1485

（10）精神通院医療

　対象疾患
　助成内容　　

※１　一定所得以上に該当する世帯は制度の対象外となりますが、高額治療継続者に該
当する場合は、制度の対象となります

※２　高額治療継続者（重度かつ継続）とは、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんか
ん等に罹患されている方又は精神医療に３年以上の経験を有する医師が判断した
方、精神疾患について作成された『「重度かつ継続」に関する意見書』の提出があ
った方

　申請・問い合わせ先　　保健支援課　℡803-6929
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（11）特定医療費（指定難病）助成
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　保健支援課　　　　　　　　　　　℡803-6929
　　　　　　　　　　鹿児島県難病相談・支援センター　℡218-3134

 （12）医療費控除

　対象となる医療費の要件

　対象となる金額

　必要な手続き
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　提出書類等

　セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

　問い合わせ先　　鹿児島税務署　℡255-8111
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　小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給

　申請・問い合わせ先　　
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 （１）児童手当
　対象者

　助成内容

【児童一人に対する支給額】

【所得の制限・上限】

（注） ①所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額（所
得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につ
き６万円を加算した額となります。

　　 ②扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１
人につき 38 万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であると
きは 44万円）を加算した額となります。

　申請・問い合わせ先   　こども福祉課児童給付係　℡216－1261

 ２　こどもの手当

前年末現在の扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 所得上限限度額（万円）

０人 622.0 858.0

１人 660.0 896.0

２人 698.0 934.0

３人 736.0 972.0

４人 774.0 1010.0

５人 812.0 1048.0
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１人 ２人 ３人

全部支給 月額 44,140 円 月額 54,560 円 月額 60,810 円

一部支給
所得に応じて月額
44,130 円～ 10,410 円

所得に応じて
1人の手当額に
10,410 円～ 5,210 円
までを加算した金額

所得に応じて
2人の手当額に
6,240 円～ 3,130 円
までを加算した金額

 （２）児童扶養手当
　対象者 

　　対象となる場合 

　　対象とならない場合

　助成内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年４月～） 

対象児童が 4人以上のときは、一人増えるごとに 3人目の加算額と同額が加算されます。

　　　　　　　　　手当額
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　請求者（本人）の前年（1 月から 10 月までの月分の手当については前々年）の収入から給与所
得控除等を控除し、養育費の 8 割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一
部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

　申請・問い合わせ先　　こども福祉課家庭福祉係 　℡216-1260

 （３）市民福祉手当（遺児等修学手当）
　対象者

　

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　こども福祉課家庭福祉係　℡216-1260

扶養親族等
の数

請求者（本人） 扶養義務者、配偶者、
孤児等の養育者の
所得制限限度額

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

０人 490,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
１人 870,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
２人 1,250,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
３人 1,630,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円
４人 2,010,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円

所得制限限度額表
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 ３　障害者手帳と関連する手当など 

 （１）制度

①身体障害者手帳

【障害の範囲】

【障害の程度】 

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

②療育手帳

【障害の程度】 

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

③精神障害者保健福祉手帳

【障害の程度】

　申請・問い合わせ先　　保健支援課　℡803-6929
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 （２）手当等
①特別児童扶養手当
　対象者

　　対象とならない場合

　助成内容

　

　請求者（本人）の前年（1 月から 7 月までの月分の手当については前々年）の収入から給与所得控除
等を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。

　申請・問い合わせ先　　こども福祉課家庭福祉係 　℡216-1260

手当額

区分 令和５年４月～

1級（重度障害児） 月額 53,700 円

2級（中度障害児） 月額 35,760 円

所得制限限度額表

扶養親族等の数
所得制限限度額

請求者（本人） 配偶者・扶養義務者

0人 4,596,000 円 6,287,000 円
1人 4,976,000 円 6,536,000 円
2人 5,356,000 円 6,749,000 円
3人 5,736,000 円 6,962,000 円
4人 6,116,000 円 7,175,000 円
5人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 213,000 円ずつ加算
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②障害児福祉手当
　対象者

　　対象となる場合

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273 

③市民福祉手当（重度障害児手当）
　対象者

　　対象となる場合

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
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④心身障害者扶養共済制度
　対象者

　内容

【掛金の金額】

【年金の種類】
　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

 （３）移動や交通サービス
①市電・バス・桜島フェリーの無料パス券（友愛パス）

　対象者

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
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身体障害者手帳をお持ちの方

視覚障害 1級～ 2級
内部障害 1級
下肢障害 1級～ 4級（4級は 65歳以上）
体幹障害 1級～ 3級

療育手帳をお持ちの方 A1、A2、A

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級

②フェリー運賃の割引

　問い合わせ先

③JR運賃割引・航空運賃の割引

　問い合わせ先

④有料道路通行料金の割引

　割引の対象

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

⑤友愛タクシー券
　対象者

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
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身体障害者手帳をお持ちの方

視覚障害 1級～ 2級
内部障害 1級
下肢障害 1級～ 4級（4級は 65歳以上）
体幹障害 1級～ 3級

療育手帳をお持ちの方 A1、A2、A

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級

⑥タクシー運賃の割引・福祉タクシー

　問い合わせ先

⑦福祉有償運送

　対象者

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
　　　　　　　　　　　　要介護認定を受けている方等についてはお問い合わせください。

⑧パーキングパーミット制度（鹿児島県身障者用駐車場利用証制度）

　対象者
　【有効期間 5年】

　【有効期間 1年未満】

　申請・問い合わせ先　　県庁障害福祉課　　　℡286-2746
　　　　　　　　　　　　ハートピアかごしま　℡220-5165
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⑨駐車禁止除外指定車標章

　申請・問い合わせ先
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種目 対象者 性能 耐用
年数 基準額

便器
常時介助を
要する者

対象児が容易に使用し得るもの（手すりをつ
けることができる。）

8年 4,900 円

特殊便器
上肢機能に
障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。（た
だし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを
除く。）

8年 166,320 円

特殊尿器
自力で排尿
できない者

尿が自動的に吸引されるもので対象児又は介
助者が容易に使用し得るもの

5年 73,700 円

特殊寝台
寝たきりの
状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則と
して使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別
に調整できる機能を有するもの

8年 169,400 円

特殊
マット

寝たきりの
状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損
耗を防止できる機能を有するもの

5年 21,560 円

体位
変換器

寝たきりの
状態にある者

介助者が対象児の体位を変換させるのに容易
に使用し得るもの

5年 16,500 円

車いす
下肢が
不自由な者

対象児の身体機能を十分踏まえたものであっ
て必要な強度と安定性を有するもの

5年 77,440 円

給付対象種目一覧

 Ⅳ 療養生活に役立つサービス

 １　日常生活用具・補装具が必要なとき
（１）小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
　対象者

　助成内容
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　申請・問い合わせ先　　母子保健課　℡216-1485

種目 対象者 性能 耐用
年数 種目

歩行支援
用具

下肢が
不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、ス
ロープ、歩行器等であること
ア　対象児の身体機能の状態を十分踏まえた
ものであって、必要な強度と安定性を有
するもの

イ　転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動
作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年 66,000 円

入浴補助
用具

入浴に介助を要
する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等
を補助でき、対象児又は介助者が容易に使用
し得るもの

8年 99,000 円

頭部
保護帽

発作等により頻
繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 13,380 円

電気式
たん吸引器

呼吸器機能に障
害のある者

対象児又は介助者が容易に使用し得るもの 5年 62,040 円

クール
ベスト

体温調節が著し
く難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 1年 22,000 円

紫外線
カット
クリーム

紫外線に対する
防御機能が著し
く欠け、がんや
神経障害を起こ
すことがある者

紫外線をカットできるもの
※紫外線カットクリームは、基準額を限度と
し、1年度に 1回の給付となります。

－ 41,580 円

ネブライザー
（吸入器）

呼吸器機能に障
害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用
し得るもの

5年 39,600 円

パルスオキ
シメーター

人工呼吸器の装
着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが
可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し
得るもの

5年 173,250 円

ストーマ装
具（蓄便袋）

人工肛門を造設
した者

対象者又は介助者が容易に使用し得るもの － 113,520 円

ストーマ装
具（蓄尿袋）

人工膀胱を造設
した者

対象者又は介助者が容易に使用し得るもの － 149,160 円

人工鼻
人工呼吸器の装
着又は気管切開
が必要な者

対象者又は介助者が容易に使用し得るもの － 128,700 円
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 （２）日常生活用具給付事業

　

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

 （３）補装具の交付

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

 （４）福祉用具の貸出

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

対象者 日常生活用具の給付品目等（主なもの）

肢体不自由 特殊寝台、特殊便器、入浴補助用具、特殊マットなど
視覚障害 視覚障害者用時計、ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器など
聴覚障害 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置

内部障害 透析液加温器、吸引器、ネブライザー、発電機・バッテリー、ストーマ用
装具（消化器系・尿路系）

共通 火災警報器、自動消火器など

対象者 補装具の種目 ( 主なもの）
視覚障害者 眼鏡・視覚障害者用安全杖・義眼
聴覚障害者 補聴器・人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）

肢体不自由者 車いす・電動車いす・歩行補助杖（一本杖以外）・歩行器・義手・義足・
上下肢装具・座位保持装置・排便補助具・重度障害者意志伝達装置

種目 対象者 貸与期間

車いす
医療機関への通院、旅行等社会生
活上必要とする者

1か月
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 （５）難聴児補聴器購入費助成事業
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

 （６）在宅人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業
　対象者 

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

 （７）がん患者ウィッグ購入費助成事業

　対象者 

　助成内容
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　申請・問い合わせ先　　保健予防課　℡803-6927

 （８）若年がん患者に対する療養支援事業

　対象者 

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　保健予防課　℡803-6927
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 ２　ご家族の介護負担を軽減するサービス

（１）ファミリーハウス　～長期入院中のお子さんの付き添い時に利用できるサービス～

 （２）訪問看護　～在宅療養中のお子さんが利用できるサービス～

　問い合わせ先

指定事業所 所在地 電話番号

アドナース鹿児島　訪問看護 薬師 1-20-4　橋口ビル 1階 230-7482

訪問看護ステーション・アイリス 東谷山 6丁目 18-8　サンローゼ 202 268-9708

訪問看護ステーションあさがお 谷山中央 2丁目 4119-23　2階 813-8886

訪問看護ステーションアンバー 山田町 155-1-4 号棟 204-0753
鹿児島県看護協会訪問看護ステーション
かごしま 鴨池新町 21-5 259-7019

鹿児島中央訪問看護ステーション 薬師 1-16-5 252-4878

訪問看護かえりえ宇宿 宇宿 3丁目 1-1　カワイビル 2階 214-3013

生協訪問看護ステーション・かもいけ 鴨池新町 5-8 285-6006

訪問看護ステーション　きずな 喜入一倉町 5243 343-5507

きゅあステーション　旭生会 谷山中央 5丁目 39-1 814-7155

訪問看護ステーションさくらじま 野尻町 59 221-2068

さつま訪問看護ステーション谷山 中山町 1470-1 296-9577

訪問看護ステーション　鈴の音 魚見町 125-12-101 260-8265

生協訪問看護ステーション・たにやま 谷山中央 3丁目 4582 284-9103

訪問看護ステーションてあて 谷山中央 6丁目 22-24　大野ＡＰ 101 204-9808

訪問看護デイズ 小山田町 5848-5 298-9888
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 （３）かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」

　問い合わせ先　　鹿児島県子ども家庭課　℡286-2763

 （４）障害者手帳をお持ちのお子さん・難病等のお子さんが利用できるサービス
①障害福祉サービス
　対象者

　内容

指定事業所 所在地 電話番号

ナカノ訪問看護ステーション 伊敷 3-14-8 218-3003

訪問看護ステーション　ファースト 玉里団地 3丁目 21-7-1F 295-3451

訪問看護ポレポレ 西谷山 2丁目 7-20 800-4616

平和会訪問介護ステーション紫原 紫原 7-18-28 298-1238
訪問看護・リハビリサービスモーション
鹿児島 星ヶ峯 2丁目 33-8　フォルクス 6　201 号 811-2058

訪問看護ステーション　美都 天保山町 11-8　ファミール美都 4Ｆ 806-5050

訪問看護ステーション　みなみ風 下竜尾町 10-3- １F 813-7650
医療法人徳洲会　鹿児島徳洲会訪問看護
ステーションみずほ 南栄 5丁目 10-51 814-7282

訪問看護ステーション　優美 宇宿 9丁目 6-5 275-0881

よしの訪問看護ステーション 吉野 2丁目 17-15 244-5525

訪問看護ステーション　わきだ 宇宿 3丁目 16-17　サンパール 3Ｆ 812-7727
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　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

②居宅介護（ホームヘルプ）　
　対象者  

内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

③移動支援事業（ガイドヘルプ）
　対象者

　内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

38

Ⅳ　

療
養
生
活
に
役
立
つ

　
　

サ
ー
ビ
ス



④短期入所（ショートステイ）　
　対象者 

内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

⑤日中一時支援事業（日帰りのショートステイ）
　対象者

　内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
　　　　　　　　　　　　保健支援課　　　　　　℡803-6929

⑥入浴サービス
　対象者  
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助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

⑦理髪・理容サービス
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

⑧寝具の乾燥
　対象者

　助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

⑨紙おむつ代などの助成
　対象者  
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助成内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課障害福祉係　℡216-1273

⑩在宅重度心身障害児家族支援事業
　対象者

支援内容

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304
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 ３　きょうだいがいる場合などに役立つサービス
（１）保育所・認定こども園（保育所機能）・児童クラブ

　申請・問い合わせ先　　保育所・認定こども園：保育幼稚園課利用調整係　℡216-1258
　　　　　　　　　　　　児童クラブ：こども政策課放課後児童育成係　　　℡216-1259

 （２）子育て短期支援事業
　①短期入所生活援助（ショートステイ）事業

　②夜間養護等（トワイライト）事業
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　申請・問い合わせ先　　
　　児童の養育については　こども家庭支援センター相談支援係　℡808-2665
　　母子の保護については　こども福祉課家庭福祉係　　　　　　℡216-1260
　　　　　　　　　　　　　谷山福祉部福祉課子育て支援係　　　℡269-8473

（３）ファミリー・サポート・センター

　対象者

　申請・問い合わせ先　　ファミリー・サポート・センター　℡226-7855

一時保育・家事
月～金曜日　7～ 19時
（休日を除く） 1時間当たり 600 円

上記以外 1時間当たり 700 円

軽度の病児保育 1時間当たり 700 円
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 幼稚園・保育所・認定こども園

　問い合わせ先　　保育幼稚園課　℡216-1258

（１）就学教育相談　～小学校入学前に～

幼　稚　園
【対象年齢】

満３歳～小学校就学前 

保　育　所
【対象年齢】

０歳～小学校就学前 

認定こども園
【対象年齢】

０歳～小学校就学前 

 Ⅴ 入園や就学など
 １　入園

 ２　就学・学校生活
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　申込・問い合わせ先　　学校教育課　℡227-1941

 （２）幼児・児童・生徒の教育相談
　●市教育相談室（鹿児島市教育委員会）

　●児童生徒の悩み心配ごと電話相談（市青少年育成センター）

　●教育相談（県総合教育センター特別支援教育研修課）

相談先 相談内容 相談方法等

教育相談

学習、進路、不
登校、子育てな
ど、教育全般に
関する相談

電話番号：0９９－２２６－１３４５
○電話相談
　月～金曜日　9:30 ～ 20:00
　土曜日　　　9:00 ～ 12:00
○来所相談（事前の予約が必要です。）
　月～金曜日　10:00 ～ 17:00
　土曜日　　　9:00 ～ 12:00
※どちらも、日曜・祝日・年末年始を除く

いじめ電話相談
～心のダイヤル～

いじめに関する
相談

電話番号：０９９－２２４－１１７９
○電話相談
　曜日や時間は、教育相談と同じです。
○来所相談（事前の予約が必要です。）
　曜日や時間は、教育相談と同じです。
※どちらも、日曜・祝日・年末年始を除く
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（３）特別支援学級・通級指導教室

（４）特別支援学校

障害の種類 設置状況

知的障害

特別支援学級

小学校１３５学級、中学校４８学級

自閉症・情緒障害 小学校２０５学級、中学校５８学級

病弱・身体虚弱 小学校１４学級、中学校２学級

肢体不自由 小学校１２学級、中学校１学級

難聴 小学校６学級、中学校３学級

弱視 小学校１学級

言語障害

通級指導教室

名山小・谷山小・原良小・中郡小

自閉症・情緒障害
山下小・谷山小・吉野小・城南小・武岡台小
紫原小・南小・原良小・八幡小・宮川小
皇徳寺中

難聴 鹿児島聾学校

ＬＤ・ＡＤＨＤ 山下小・川上小・中山小・甲南中

障害の種類 就学先・設置状況

知的障害・肢体不自由
県立武岡台特別支援学校・県立鹿児島特別支援学校・
県立鹿児島南特別支援学校・県立串木野特別支援学校

知的障害
県立鹿児島高等特別支援学校（高等部のみ）
国立大学法人鹿児島大学教育学部附属特別支援学校

聴覚障害 県立鹿児島聾学校

視覚障害 県立鹿児島盲学校

肢体不自由 県立皆与志特別支援学校（小・中学部のみ）

知的障害・肢体不自由・病弱 県立指宿特別支援学校

病弱・肢体不自由 県立加治木特別支援学校
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 ３　療育

（５）特別支援教育就学奨励費

　問い合わせ先

 （６）通級指導教室保護者交通費助成事業

　問い合わせ先

 （７）相談支援ファイル「夢　すこやか　ファイル」

　問い合わせ先　　学校教育課　℡227-1941

 （１）未就学児・就学児の「療育」
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 （２）児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援

　事業所一覧

　申請・問い合わせ先　　障害福祉課自立支援係　℡216-1304

 （３）障害児等療育支援事業

　対象

　申請・問い合わせ先　　やまびこ医療福祉センター　℡238-2755

名称 対象 内容

児童発達支援 未就学児
療育を必要とするお子さんが通所して、日常生活に
おける基本動作の指導と集団生活に適応していくた
めの支援を受けることができます。

放課後等デイサービス 就学児
療育を必要とするお子さんが通所して、日常生活に
おける基本動作の指導と集団生活に適応していくた
めの支援を受けることができます。

保育所等訪問支援
未就学児
就学児

支援員がお子さんの通う保育所や小学校などを訪問
して、お子さんや保育所・小学校等の職員に対して、
集団生活への適応のための支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援
未就学児
就学児

重度の障害などで通所での支援の利用が困難なお子
さんに対して、支援員が居宅を訪問して発達支援を
行います。
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１　小児慢性特定疾病に関する相談
 小児慢性特定疾病支援員による支援

 自立支援員による支援

２　難病に関する手続きや相談

３　生活・就労支援センターかごしまの自立相談支援員による相談

 Ⅵ 相談機関や施設など
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区分 相談内容 日時 場所・問い合わせ先

親子ひだまり
発達相談

心理発達相談員、言語聴覚士、保
健師による子どもの発育・発達の
不安や気がかりなことに関する相
談

お問い合わせ
ください

【場所】各保健センター

※問い合わせ先は P61 を参照くだ
　さい。
※各保健福祉課でも発育・発達の相
　談を受けつけています。

乳幼児
相談窓口

心理発達相談員、保健師による子
育てに関する相談や、子どもの発
育・発達の気がかりなことや保健
福祉サービス等の相談

月～金曜日
※祝日は除く
８：30～
　17：15

母子保健課　℡ 216-1485

巡回
発達相談

保育所、幼稚園、託児所等の巡回
にて心理発達相談員による発達の
気がかりなことに関する助言等

月～金曜日
※祝日は除く
８：30～
　17：15

母子保健課　℡ 216-1485

総合発達
相談会

医師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、心理発達相談員、特
別支援教育コーディネーター、心
理発達相談員、保健師等による子
どもの発達に応じた個別相談、保
護者への助言等

お問い合わせ
ください

【場所】各保健センター
【問合せ先】
母子保健課　℡ 216-1485

ことばの
相談

ことばの発達上指導の必要がある
幼児（3歳～就学前）の言語の発
達を促す指導、保護者への指導・
助言

月～土曜日
※水曜・祝日は
除く
9：00～
　17：00

市心身障害者総合福祉センター
「ゆうあい館」
（真砂本町 58-30）
℡ 252-7900

４　子どもの発達や発育、子育てに関する相談窓口

５　予防接種に関する相談

50

Ⅵ　

相
談
機
関
や
施
設

　
　

な
ど



　問い合わせ先　　感染症対策課　℡803-7023

６　鹿児島市障害者基幹相談支援センター

７　鹿児島県中央児童相談所

８　子ども・家庭１１０番

９　鹿児島大学病院「遺伝カウンセリング室」

　問い合わせ先　　鹿児島大学病院内科外来「遺伝カウンセリング室」　℡275-5731
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10　鹿児島県小児救急電話相談（♯8000）

11　就職に関する相談窓口

相談窓口 連絡先 連絡先

鹿児島公共職業安定所
（ハローワークかごしま）

下荒田１丁目４３－２８
（天保山中学校近く）

TEL250-6060（代表）
TEL250-6071（障害者援助部門）
月～金　８：３０～１７：１５
祝日・年末年始を除く

ワークプラザ天文館
（マザーズコーナー併設）

東千石町１－３８
（アイムビル６階）

℡ 223-8010
月～金　　　９：３０～１８：００
第２・４土１０：００～１７：００

・子育てをしながら就職を希望されている方はどなたでも利用でき
ます。
・おおむね３５歳未満の方（わかもの支援窓口）
・３５歳～５５歳未満の不安定就労の方の就職活動を支援する専門
の窓口です。（ステップアップ窓口＜就職氷河期世代専門窓口＞）

ワークサポートみなみ

宇宿２－３－５
（オプシアミスミ３階）

℡ 257-5670
月～金　１０：００～１８：００

職業相談、職業紹介

新卒応援ハローワーク

東千石町１－３８
（アイムビル３階）

℡ 224-3433
月～金　９：３０～１８：００

中学・高校・大学などの在学生及び既卒３年以内の方

相談内容（一部紹介）
●どのような仕事に向いているかわからない
●面接で自分のことをうまく説明する自身がない
●就職しても長続きしないのではないか、心配
障害者援助部門では、障害をおもちの方の職業相談、職業紹介、職業訓練など、各種支援機関と連携
を図りながら様々な支援を行います。
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相談窓口 連絡先 連絡先

国立・県営
鹿児島障害者職業能力開発校

薩摩川内市入来町
浦之名１４３２

℡ 0996-44-2206

障害のある方々に対し，その適性に応じた職種について、時代の
ニーズに応えられる知識・技能を習得してもらい、職業人として
の自立を支援するため、各種の職業訓練を実施します。

相談窓口 連絡先 連絡先

鹿児島障害者職業センター

鴨池２丁目３０－１０
（市営プール近く）

℡ 257-9240
平日　８：４５～１７：００

障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク、障害者就業・
生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場復帰を目指
す障害のある方に対して、支援・サービスを提供します。

相談窓口 連絡先 連絡先

かごしま障害者
就業・生活支援センター

新屋敷町１６番２１７号
（県住宅供給公社ビルC
棟２階）

℡ 248-9461
月～金　８：３０～１７：３０

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のあ
る方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関と連携の下、
就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面
の一体的な支援を行います。
※登録制です。
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 Ⅶ　親の会情報 ～誰かに相談したい・話がしたいとき～
【疾患全般対象】にじの会

　問い合わせ先

 【疾患全般対象】かごしま難病小児慢性特定疾患を支援する会

　問い合わせ先
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 【疾患全般対象】coconowa（ここのわ）

　問い合わせ先

 【医療的ケア児者・重症神経難病者】鹿児島県医療的ケア児者家族会・鹿児島市医療的ケア児等の家族会

　問い合わせ先

 【疾患全般対象】鹿児島リトルベビーサークル　ゆるり

　問い合わせ先
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 【小児がん】小児がんサポート・のぞみ

　問い合わせ先

 【１型糖尿病】さくらんぼの会

　問い合わせ先

 【胆道閉鎖症】胆道閉鎖症の子どもを守る会　鹿児島支部

　問い合わせ先

 【心臓病】一般社団法人　全国心臓病の子どもを守る会　鹿児島支部

　問い合わせ先
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【てんかん】公益社団法人　日本てんかん協会（波の会）　鹿児島県支部

　問い合わせ先

 【腎臓病】NPO法人　鹿児島県腎臓病協議会

　問い合わせ先

 【ターナー症候群】  ＭＩＲＡＩの会

　問い合わせ先

 【ダウン症】OHANA club ～ダウン症育児サークル in 鹿児島～

　問い合わせ先

 【ダウン症】日本ダウン症協会　鹿児島支部（つばさの会）

　問い合わせ先
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 【脊髄性筋萎縮症】鹿児島SMAの会

　問い合わせ先

 【膠原病】かごしま膠原病の会（青空の会）

☆青空の会の活動内容

　問い合わせ先
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 ステップ 1：身の回りの危険や避難場所を知る
　災害が迫ってきた時に、適切な避難行動をとるためには、事前に自宅が安全か知るこ
とや、避難する先を確認しておくことが大切です。かごしま i マップや指定避難所一覧
で確認しましょう。

 ステップ 2：防災情報の入手・家庭での備え
　災害時に適切にあわてず行動するためには、正しい情報を入手することが大切です。
　また、災害の危険が迫って避難するときに自宅から緊急的に持ち出す「非常持出品」
や各家庭最低 3日分（推奨 1週間分）の「備蓄品」を備えましょう。

 ステップ 3：災害時の避難行動
　鹿児島市では令和元年６月から警戒レベルを用いた避難情報を発令しています。避難
情報発令時にとるべき避難行動について確認しましょう。また、避難所に避難する際は、
1～2泊できるくらいの水、食料、生活用品（毛布など）を持って避難しましょう。

 Ⅷ　災害時の備え

 １　災害に備える3ステップをご紹介します
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　問い合わせ先　　母子保健課　℡216－1485

　問い合わせ先　　障害福祉係課　℡216-1273　　　
　　　　　　　　　保健支援課　　℡803-6929

 ２　あんしんカード

 ３　ヘルプカード
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　問い合わせ先　　母子保健課　℡216－1485

 ４ 『災害時個別支援計画～基本情報シート～』の活用

No.1
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 Ⅸ 市役所本庁・支所などの連絡先

施設名・部署名 所在地 連絡先

鹿児島市役所
本庁

国民健康保険課給付係

山下町１１－１

216-1228

障害福祉課障害福祉係 216-1273

障害福祉課自立支援係 216-1304

保健予防課 803-6927

感染症対策課 803-7023

保健支援課 803-6929

こども政策課放課後児童育成係 216-1259

保育幼稚園課利用調整係 216-1258

母子保健課 216-1485

こども福祉課家庭福祉係 216-1260

こども福祉課児童給付係 216-1261
こども家庭支援センター
相談支援係 808-2665

谷山支所
市民課国民健康保険係

谷山中央４丁目４９２７
269-8414

谷山福祉課子育て支援係 269-8473

伊敷支所 伊敷福祉課福祉係 伊敷５丁目１５̶１ 229-2113

吉野支所 吉野福祉課福祉係 吉野町３２５６̶３ 244-7379

吉田支所 吉田保健福祉課
吉田地区保健センター 本城町１６８７－２ 294-1215

桜島支所 桜島保健福祉課
桜島地区保健センター 桜島藤野町１４３９ 293-2360

喜入支所 喜入保健福祉課 喜入町７０００ 345-3755

喜入地区保健センター 喜入町６１００ 345-3434

松元支所 松元保健福祉課
松元地区保健センター 上谷口町２８８３ 278-5417

郡山支所 郡山保健福祉課
郡山地区保健センター 郡山町１４１ 298-2114

北部保健センター 吉野町３２７５－３ 244-5693

東部保健センター 山下町１１－１ 216-1310

西部保健センター 永吉２丁目２１-６ 252-8522

中央保健センター 鴨池２丁目
２５-１- １１ 258-2364
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施設名・部署名 所在地 連絡先

南部保健センター 西谷山１丁目３－２ 268-2315

鹿児島市
教育総合センター 教育委員会学校教育課 山下町６－１ 227-1941
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